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ⅦⅦⅦⅦ    発生段階発生段階発生段階発生段階にににに応応応応じたじたじたじた対応対応対応対応とととと危機管理体制危機管理体制危機管理体制危機管理体制    

 

  新型インフルエンザによる市民への危機を回避するため、高砂市は、その発生状況に応じた危機管理

体制を敷き、新型インフルエンザに速やかに対応する。 

  特に市内での感染拡大を阻止するため、初期の封じ込め対策に重点を置く必要があり、そのためには、

市民、医療機関、行政との間において新型インフルエンザ対策情報を共有し、医療機関での発生監視が

重要となる。市は、市民に感染予防のための知識と最新の情報を提供し、新型インフルエンザ発生に備

える必要がある。 

本市の対策については、以下の危機管理レベル（発生段階別）の状況に応じて、感染症に関する高砂

市対策本部設置要綱（以下「対策本部要綱」という。）に基づく対策本部（以下「対策本部」という。）

及び警戒本部をそれぞれ早い段階で設置し、必要な対策を行うとともに、その状況下において最適なも

のとなるよう、本計画を基本としつつ、柔軟に対応するものとする。 

                                （参考：資料１９「感染症に関する高砂市対策本部設置要綱」） 

 

１ 本部長 

「市長」 

新型インフルエンザ対策に関わる職務に関して、市長が不在のとき、又は市長が欠けたときは、

次の順位で職務を代理する。 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 企画総務部長 水道事業所長 

＊第３順位は、対策本部設置場所（本庁）に住居が一番近い本部員とする。 

 

２ 対策本部設置場所 

新型インフルエンザ対策本部の設置場所は、原則として、市役所本庁舎２階市長応接室に置く。

ただし、庁舎内に設置することが不可能な場合は、市長が指定する場所（防災センターなど）に 

置く。 

 

３ 対策本部会議の協議事項（基本方針の決定） 

  （１）予防対策に関すること。 

  （２）感染の拡大防止対策及び防疫の応急対策の実施及び調整に関すること。 

  （３）配備体制及び交代制勤務等の決定に関すること。 

  （４）市民への広報に関すること。 

（５）医療機関・団体との連携に関すること。 

（６）感染の発生段階に応じた必要業務と休止業務の決定に関すること。 

  （７）その他本部長が必要と認めること。 

 

 

 

 

 



 - 23 - 

４ 発生段階（Ｈ５Ｎ１等）及び対策本部設置基準 

発生段階 Ｈ１ＮＩ Ｈ５ＮＩ 状 態 市の体制 

前段階 未発生期 未発生期 
新型インフルエンザ等が発生

していない状態 
事前準備 

第１段階 海外発生期 海外発生期 
海外で新型インフルエンザ等

が発生した状態 

感染症対策本部又は新型イ

ンフルエンザ等警戒本部 

第２段階 国内発生期 
国内発生早

期 

国内で新型インフルエンザ等

が発生した状態 

第３段階 
  

患者の接触歴が疫学調査で追

えなくなった状態 

 感染拡大期 

（市内発生） 

入院措置等による感染拡大防

止効果が期待される状態 

 

まん延期 

入院措置などによる感染拡大

防止効果が十分に得られなく

なった状態 

 

 

回復期 
ピークを越えたと判断できる

状態 

新型インフルエンザ等対策

本部 

第４段階 

小康期 小康期 
患者の発生が減少し、低い水準

でとどまっている状態 

新型インフルエンザ等対策

本部又は新型インフルエン

ザ等警戒本部 

 

＊ 高砂市感染症対策本部において新型インフルエンザ等対策本部の設置が必要と決定した場合には設置

することができる。 

＊ 市内で感染者（居住市町は問わない）が発生した場合は、第３段階（感染拡大期）として対応する。 

＊ 小康期において、市内における患者の発生が著しく減少した状態が３週間以上続いた場合及び国若し

くは県から安心宣言等が発せられた場合は警戒本部体制にもどし、第２波に備える。 

なお、市民病院等に設置した発熱外来に訪れる患者数を考慮して決定する。 

＊ 抗インフルエンザウイルス薬及びプレパンデミックワクチン等により、一定の治療効果が認められ季節

性のインフルエンザと同等の対応で対処できる場合は、警戒本部体制にもどし、第２波に備える。 

 

５ 廃止基準 

パンデミックワクチンが市民へ混乱なく接種できる状態になり、患者の発生が著しく減少した状態が

３週間以上続いた場合及び国若しくは県から安全宣言等が発せられ、県の対策本部が廃止された場合。 

   なお、廃止することにより、市民に混乱が生じると判断した場合は、警戒本部体制にもどし、その後、

市内の状況（発熱外来に訪れる患者数、生活必需品等の物品が通常時と同等に流通されているか等）

を判断して本部長が決定する。 
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６ 対策本部組織図                           

                                        ［部］        ［班］  【班長】    ［担当課］ 

 

渉外広報班【広報担当主幹】（秘書広報広聴室／市史編さん課／ 

総務課（議会事務局）／議事課） 

職 員  班【人事課長】（人事課） 

 

財 政 班【財政課長】（財政課） 

調 査 班【市民税課長】（市民税課／資産税課／納税課／滞納整理推進室） 

 

施設第１班【隣保館館長】（隣保館） 

避難所応援第１班【市民課長】（市民課／介護保険課） 

避難所応援第２班【国保医療課長】（国保医療課） 

避難所応援第３班【監査公平委員会事務局長】 

（監査公平委員会事務局/選挙管理委員会事務局/農業委員会事務局）                                         

健康管理班【健康増進課長】（健康増進課／環境政策課） 

応急危険度判定班【工事検査室長】（工事検査室／判定士資格者） 

 

援 護 班【地域福祉課長】（地域福祉課／会計室） 

災害時要援護者対策班【高年・障害福祉課長】（高年・障害福祉課／児童          

福祉課／人権推進室） 

調達配送班【契約管財課長】（契約管財課／土地開発公社／行財政改革推進室） 

                
地域協力班【市民活動推進課長】（市民活動推進課） 

斎場班【斎苑課長】（斎苑課） 

商工・農林水産班【産業振興課長】（産業振興課）          
収集処理第１班【美化センター美化第一課長】（美化第一課） 

収集処理第２班【美化センター美化第二課長】（美化第二課） 
 

土木第１班【建設課長】（建設課／まちづくり推進課） 

土木第２班【管理課長】（管理課） 

住 宅 班【建築指導課長】（建築指導課） 

 

応急対策班【施設課長】（施設課／計画管理課／建設課） 

浄化センター第１班【高砂浄化センター所長】（高砂浄化センター） 

浄化センター第２班【伊保浄化センター所長】（伊保浄化センター） 

 

庶  務  班【総務課長】（総務課（水道事業所）） 

事 業 班【配水課長】（配水課） 

施 設 班【浄水課長】（浄水課） 

 

救 護 班【総務課長】（総務課(市民病院)／医事課） 

医 療 班【外科部長、内科部長】（医務局／看護局） 
 

 

総 務 班【教育総務課長】（総務課（教育総務部）／学務課） 

施設第２班【スポーツ振興課長】（スポーツ振興課） 

 

教 育 班【学校教育課長】（学校教育課／生涯学習課／補導センタ－） 

施設第３班【中央公民館館長】（各公民館） 

施設第４班【各校長】（各小学校） 

施設第５班【各校長】（各中学校 

施設第６班【教育センタ－所長】（教育センタ－／図書館） 

施設第７班【青少年課長】（青年の家／青少年課）） 
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本 

 

 

 

部 
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部長 【危機管理室長】 

班長 【防災担当主幹】 

危機管理室・総務課・企画政策課 

情報政策課 

現地対策本部 
総括部 

本部班 

総 務 班【総務課長】（総務課（消防本部）） 

調査広報班【予防課長】（予防課） 

応急対策班【消防課長】（消防課） 

本部機動班【救急・救助担当主幹】（消防課） 

分署機動班【分署担当主幹】（消防課） 

通信連絡班【通信指令担当副課長】（消防課） 

地区連絡班【団担当主幹】（総務課） 

地区活動班【各分団長】 

避難対策第１部 

(教育総務部 

次長) 

本
部
長

（市
長
） 

副
本
部
長

（副
市
長
） 

避難対策第２部 

(教育指導部 

次長) 
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７ 高砂市新型インフルエンザ等感染症対策本部（部及び班）の分掌事務 

部 班 発生段階 分  掌  事  務 

海外発生期 １ 警戒本部の設営および本部員等の召集に関すること。 

２ 警戒本部会議の運営及び進行に関すること。 

３ 感染防止対策用品等の準備に関すること。 

４ 対策計画の確認及び修正等に関すること。 

５ 本部員及び班員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエン 

ザウイルス薬の優先投与に関すること。 

６ 県と協力して行う、国の優先順位等に基づくプレパンデミックワクチンの市民への 

接種体制の調整に関すること。 

国内発生早期 １ 対策本部の設営および本部員等の召集に関すること。 

２ 本部会議の運営及び進行に関すること。 

３ 配備指令その他本部命令の伝達に関すること。 

４ 各部及び班の連絡調整に関すること。 

５ 国、県、隣接市町等の連携に関すること。 

６ 公共交通機関・ライフライン事業者等との連絡調整に関すること。 

７ 市民生活の安全・安心に関すること。 

８ 対策状況等の記録の整理に関すること。 

９ 新型インフルエンザ等の感染症の情報収集及び伝達に関すること。 

10 感染防止対策用品等の不足分の確保に関すること。 

11 新型インフルエンザ等の感染症に関する文書の収受、発送、浄書及び印刷に関する 

こと。 

12  ホームページ及び防災機器による感染症対策の市民への情報伝達に関すること。 

13 市の事業継続計画の取りまとめに関すること。 

14 対策状況等の議会への現況報告に関すること。 

15 警戒宣言の発令事務に関すること。 

感染拡大期 １ 感染防止対策用品等の追加確保に関すること。 

２  庁内電話等通信施設及び電気施設の確保に関すること。 

３  庁舎内の感染予防策の実施に関すること。 

４  職員交代制による対策本部継続体制の確保に関すること。 

５ 社会活動及び事業活動等の自粛要請等の取りまとめに関すること。 

６ 必要な緊急対策等の調整に関すること。 

７ 被害及び対策状況等の記録の整理に関すること。 

８ 被害及び対策状況等の議会等への現況報告に関すること。 

９ 市内店舗へ感染防止用品の放出に関すること。 

10 市民及び議員への非常事態宣言の発令事務に関すること。 

まん延期 １ 医療機関以外（市施設等）の医療提供体制の確保に関すること。 

総 括 部 本 部 班 

小康期 １ 警戒本部の設営および本部員等の召集に関すること。 

２ 警戒本部会議の運営及び進行に関すること。 

３ 第２波に備え感染防止対策用品等の確保に関すること。 

４ 第２波に備え対策計画の確認及び修正等に関すること。 

５ 被害及び対策状況等の記録の保存及び公開に関すること。 

６ 被害及び対策状況等の議会等への報告及び第２波に備える協議に関すること。 

７ 安心・安全宣言の発令事務に関すること。 

国内発生早期 １ 被害状況の写真等による記録及び感染防止対策状況の記録に関すること。 

２ 報道機関との連絡調整に関すること。 

３ 感染防止対策等の広報活動及び広聴に関すること。 

４ 市民及び関係機関への感染症対策情報の伝達に関すること。 

５ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

・来訪者との面談における感染予防策の徹底 

・出席行事予定の変更・縮小 

６ 対策状況等の報告に関する議会への連絡に関すること。 

７ 議員への個人予防・防護方法の啓発に関すること。 

８ 議会来訪者への情報提供・感染予防対策の協力依頼に関すること。 

９ 市民及び議員への警戒宣言の発令周知に関すること。 

総 務 部 

 

 

渉外広報班 

感染拡大期 １ 報道機関及び市民への被害及び対策状況等の情報公開に関すること。 

２ 市長・副市長の交替勤務体制の確立に関すること。 

３ 議員の新型インフルエンザ感染状況の把握に関すること。 
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４ 被害及び対策状況等の現況報告に関する議会への連絡に関すること。 

５ 市民及び議員への非常事態宣言の発令周知に関すること。 

小康期 １ 被害及び対策状況等の報告及び第２波に備える協議の議会への連絡に関すること。 

２ 市民及び議員への安心・安全宣言の発令周知に関すること。 

海外発生期 １ 職員への予防・防護対策の啓発（専門研修の実施）に関すること。 

２ 職員への旅行自粛（発生地域）及び帰国後の対応に関すること。 

３ 職員のプレパンデミックワクチンの接種優先対象職員名簿の作成に関すること。 

４ 職員のプレパンデミックワクチンの接種計画の策定および優先接種対象職員への接

種の実施（健康増進課と連携）に関すること。 

国内発生早期 １ 職員に対する感染症知識の向上に関すること。 

２ 職員のインフルエンザ感染状況の把握及び記録に関すること。 

感染拡大期 １ 職員の動員及び各班の配置調整に関すること。 

まん延期 １ 人員不足による労働者の確保に関すること。 

２ 他の公共団体等への応援要請及び応援職員の受入れに関すること。 

３ 他の公共団体等からの職員派遣要請に関すること。 

職 員 班 

小康期 １ 感染症対策従事職員の公務災害補償等に関すること。 

海外発生期 １  感染対策関係予算等の確保に関すること。 

２ 感染症予算の支払に関すること。 

財 政 班 

感染拡大期 ３ 他班等への応援に関すること。 

感染拡大期 １ 他班等への応援に関すること。 

調 査 部 

調 査 班 

まん延期 １ 必要業務・休止業務の峻別に関すること。 

国内発生早期 １ 隣保館の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

感染拡大期 １ 隣保館の閉鎖に関すること。 

施設第１班 

小康期 １ 隣保館の閉鎖措置の解除に関すること。 

感染拡大期 １ 他班等への応援に関すること。 

２ 感染症による死亡届の受理と対策本部への報告に関すること。 

まん延期 １ 必要業務・休止業務の峻別に関すること。 

国内発生早期 （サービスコーナー） 

１ 対策本部との連絡調整 

２ サービスコーナー管内の市民への情報提供に関すること。 

３ サービスコーナーの感染防止対策に関すること。 

４ 対策本部決定事項の周知に関すること。 

避難所応援 

第１班 

第２班 

第３班 

感染拡大期 ５ サービスコーナー管内の情報収集に関すること。 

未発生期 １ 感染症法に関すること。 

海外発生期 １ 市民への新型インフルエンザ等の基礎知識や感染予防策の情報及び広報内容に関する

こと。 

２ 市職員の感染予防に関すること。 

３ 職員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエンザウイルス

薬の投与等の県との連携に関すること。（接種準備～接種の実施） 

４ 県と協力して行う、国の優先順位等に基づくプレパンデミックワクチンの市民への 

接種について県及び医師会との調整等に関すること。 

国内発生早期 １ 新型インフルエンザ等の初動対応に関すること。 

２ 新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関すること。 

３ 感染症対策機器及び薬剤の調達、配分等に関すること。 

４ 市民からの電話相談に関すること。（相談窓口の設置） 

５ 班員交替体制の検討・実施に関すること。 

６ 医師会及び保健所との連絡調整に関すること。 

７ 保健所との連携（積極的疫学調査協力）に関すること。 

８ 収容医療機関の調整に関すること。 

９ 感染症指定医療機関以外の病床の把握に関すること。（医師会への問い合わせ） 

感染拡大期 １ 保健事業（健診・予防接種等）の休止に関すること。 

２ 県の消毒命令に基づく消毒作業に関すること。 

３ 環境衛生及び環境保全に関すること。 

４ 班員交代制・支援体制の確保に関すること。 

５ 妊婦及び慢性疾患患者への感染防止用品の配布に関すること。 

避難応援部 

健康管理班 

まん延期 １ 医療機関以外（市施設等）の医療提供体制の確保に関すること。 
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２ 一般医療機関による患者の振り分け診療の徹底に関すること。 

３ 必要業務・休止業務の峻別に関すること。 

回復期 １ 県と連携して心のケア及び健康対策の実施に関すること。 

小康期 １ 第２波に備え市民への新型インフルエンザ等の基礎知識や感染予防策の情報及び広報

内容に関すること。 

応急危険 

度判定班 

感染拡大期 １ 他班等への応援に関すること。 

援 護 班 感染拡大期 １ 他班等への応援に関すること。 

未発生期 １ 要援護者の把握に関すること。 

海外発生期 １ 保育施設の保健衛生に関すること。 

国内発生早期 １ 保育所内での感染防止対策に関すること。 

２ 福祉施設等の感染防止対策に関すること。 

３ 入所施設における感染防止対策の徹底に関すること。 

４ 障害福祉サービス（訪問系）における感染防止対策の徹底に関すること。 

５ 障害者施設（居住系）における感染防止対策の徹底に関すること。 

６ 障害福祉サービス提供事業所への要請に関すること。 

感染拡大期 １ 保育所内の児童及び職員の感染状況の把握に関すること。 

２ 県への連絡・連携に関すること。 

３ 保育所及び通所施設の感染者（児）等の自宅療養措置及び要請に関すること。 

４ サービス提供事業所職員の感染状況の把握に関すること。 

５ 在宅要援護者の有症者に対する食料、日用品の供給の把握に関すること。 

６ 情報入手困難な障害者への情報提供に関すること。 

７ 保育所の感染拡大時の閉鎖措置及び休業の要請に関すること。 

８ 日中活動系サービスの休止要請と休止に伴う対応準備に関すること。 

９ 通所施設に対する事業休止（閉鎖）の要請に関すること。 

まん延期 １ 日中活動系サービス中止の対応に関すること。 

２ 通所施設の休止中の対応に関すること。 

３ 障害福祉サービス（訪問系）低下への対応に関すること。 

４ 必要業務・休止業務の峻別に関すること。 

災害時要援 

護者対策班 

回復期 １ 保育所の閉鎖措置及び休業要請の解除に関すること。 

２ 日中活動系サービスの再開に関すること。 

感染拡大期 １ 要援護者用非常食等の供給体制の整備に関すること。 

２ 対策用物資（病院及び消防本部関係を除く。）の調達、検収等に関すること。 

救 助 部 

調達配送班 

まん延期 １ 在宅要援護者の有症者に対する食料、日用品等の供給の調達配送に関すること。 

２ 対策用車両の配置、借り入れ、調整等に関すること。 

国内発生早期 １ 自治会、民間団体及び市民の協力についての連絡調整に関すること。 

２ 外国人に対する情報提供及び相談に関すること。 

３ 自治会等、来訪者に対する窓口での情報提供に関すること。 

感染拡大期 １ 主催行事等の中止に関すること。 

２ 他班等への応援に関すること。 

国内発生早期 （高砂コミュニティセンターについて） 

１ コミュニティセンターの感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

感染拡大期 １ コミュニティセンターの閉鎖に関すること。 

地域協力班 

小康期 １ コミュニティセンターの閉鎖措置の解除に関すること。 

未発生期 １ 斎場事業継続計画の作成に関すること。 

２ 遺体収容・安置・火葬マニュアルに関すること。 

海外発生期 １ 班員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエンザウイルス

薬の優先投与に関すること。 

国内発生早期 １ 斎場の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 火葬体制の強化・拡充方法の確認に関すること。 

感染拡大期 １ 死体の収容及び処置、埋火葬等に関すること。 

２ 感染拡大に伴う遺体処理の準備に関すること。 

まん延期 １ 他市町への応援要請に関すること。 

生活環境部 

斎 場 班 

小康期 １ 第２波に備え斎場事業継続計画の修正に関すること。 
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未発生期 １ 高病原性鳥インフルエンザの動向の監視に関すること。 

２ 飼育鳥、野鳥等の不審死の対応に関すること。 

海外発生期 １ 鳥インフルエンザに関する対策本部への情報提供に関すること。 

２ 家畜の伝染情報に関すること。 

３ 班員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエンザウイルス

薬の優先投与に関すること。 

国内発生早期 １ 観光施設の感染防止対策に関すること。 

２ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

３ 観光施設への情報提供に関すること。 

４ 旅行事業者・宿泊施設への情報提供に関すること。 

５ 市内小売業団体の協力要請に関すること。 

６ 商工会議所等経済団体との物流安定に係る協力要請に関すること。 

７ 企業における新型インフルエンザ対策の把握と連携に関すること。 

感染拡大期 １ 観光客への情報提供に関すること。 

２ 民間企業等への就業制限の要請に関すること。 

３ 行催事主催者への自粛要請に関すること。 

まん延期 １ 食糧及び生活必需品などの安定供給に関すること 

２ 企業等の事業活動自粛の要請に関すること。 

回復期 １ 民間企業等への就業制限要請の解除に関すること。 

２ 企業等の事業活動自粛要請の解除に関すること。 

小康期 １ 行催事主催者への自粛要請の解除に関すること。 

国内発生早期 （生石研修センター及び高砂市文化会館について） 

１ センター及び文化会館の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

４ 指定管理者への連絡及び協議・指示に関すること。 

感染拡大期 １ 生石研修センター及び文化会館の閉鎖に関すること。 

まん延期 １ 生石宿泊センターの医療提供施設としての開設に関すること。 

商工・農林水

産班 

小康期 １ 生石研修センター及び文化会館の閉鎖措置の解除に関すること。 

未発生期 １ 収集処理事業継続計画の作成に関すること。 

海外発生期 １ 班員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエンザウイルス

薬の優先投与に関すること。 

国内発生早期 １ 美化センターの感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 廃棄物等の減量化、適正排出に関する市民啓発に関すること。 

感染拡大期 １ ごみの減量化の推進および徹底に関すること。 

まん延期 １ 資源の使用抑制とゴミの排出抑制に関すること。 

２ し尿、ごみ等の収集・処理体制の確保に関すること。 

 

収集処理 

第１班 

第２班 

小康期 １ 第２波に備え収集処理事業継続計画の修正に関すること。 

未発生期 １ 向島公園の飼育鳥、野鳥等の不審死の報告に関すること。 

国内発生早期 １ 事業所からの感染防御に係る空調管理（換気・湿度管理）の問合せに関すること。 

２ 公共交通機関等の感染防止対策の指導に関すること。 

感染拡大期 １ コミュニティバスの運行確保に関すること。 

２ 他班等への応援に関すること。 

まん延期 １ コミュニティバスの運行縮小に関すること。 

小康期 １ コミュニティバスの通常運行再開に関すること。 

国内発生早期 （市ノ池公園について） 

１ 管理棟の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来園者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者及びバーベキューサイト予約者への情報提供に関すること。 

４ 指定管理者への連絡及び協議・指示に関すること。 

感染拡大期 １ 管理棟及びバーベキューサイトの閉鎖に関すること。 

応急対策 

第１部 

土木第１班 

土木第２班 

住 宅 班 

小康期 １ 管理棟及びバーベキューサイトの閉鎖措置の解除に関すること。 

応急対策班 感染拡大期 １ 下水道関係事業者に対する感染防止対策に関すること。 

２ 他班等への応援に関すること。 

応急対策 

第２部 

浄化センター

第１ 班 

国内発生早期 １ 浄化センターの感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 
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３ 施設見学主催者への情報提供に関すること。 

感染拡大期 １ 下水処理体制の確保に関すること。 

２ 施設見学の受け入れ休止に関すること。  

第２ 班 

小康期 １ 施設見学の受け入れ再開に関すること。 

未発生期 １ 水道事業継続計画の作成に関すること。 

海外発生期 １ 班員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエンザウイルス

薬の優先投与に関すること。 

国内発生早期 

 

１ 浄水場の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 職員の感染予防の徹底に関すること。 

３ 要員確保の準備に関すること。 

４ 水質監視体制の強化と残留塩素濃度の確認に関すること。  

感染拡大期 １ 水道利用者へ安全性についての情報提供に関すること。 

２ 水道供給機能の維持に係る要員の確保に関すること。 

３ 水質対策の強化・監視に関すること。 

４ 浄水場、配水池内作業等の制限・禁止に関すること。 

５ 浄水場（敷地内）への立入制限に関すること。 

水 道 部 庶 務 班 

事 業 班 

施 設 班 

小康期 １ 第２波に備え水道事業継続計画の修正に関すること。 

海外発生期 １ 発生地域からの転出入幼児児童生徒の対応に関すること。 

２ 発生地域への旅行した幼児児童生徒の帰国後の対応に関すること。 

国内発生早期 

 

１ 感染症対策事務に係る教育委員会内の連絡、調整に関すること。 

２ 幼稚園、小中学校における予防・防護対策の実施に関すること。 

３ 調理従事者の感染防止・衛生管理の徹底 

４ 流行地域またはその周辺地域からの転出入幼児児童生徒の対応に関すること。 

５ 幼稚園、小中学校の感染状況の把握、報告に関すること。 

６ 新型インフルエンザが疑われる症状がある幼児児童生徒への受診指導に関するこ

と。 

７ 保健所および県教育委員会への連絡・連携に関すること。 

８ 学校保健会への連絡、連携に関すること。 

感染拡大期 １ 一般利用者へ貸し出す幼稚園、小中学校施設の閉鎖に関すること。 

２ 保健所、学校保健会及び県教育委員会への連絡・連携に関すること。 

３ 幼稚園、小中学校の感染拡大時の臨時休業措置の方針に関すること。 

回復期 １ 幼稚園、小中学校の感染拡大時の臨時休業措置の解除準備に関すること。 

総 務 班 

 

小康期 １ 幼稚園、小中学校の感染拡大時の臨時休業措置の解除方針に関すること。 

国内発生早期 １ 高砂市総合運動公園施設及び向島多目的球場・市民プールの感染防止対策（予防・

防護対策）に関すること。 

２ 施設利用者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

４ 指定管理者への連絡及び協議・指示に関すること。 

感染拡大期 １ 高砂市総合運動公園施設及び向島多目的球場・市民プールの閉鎖に関すること。 

避難対策第

１部 

施設第２班 

小康期 １ 高砂市総合運動公園施設及び向島多目的球場・市民プールの閉鎖措置の解除に関する

こと。 

海外発生期 １ 幼稚園児、小中学校児童生徒への感染予防学習に関すること。 

国内発生早期 

 

１ 幼稚園及び小中学校の管理者に対する連絡又は指示に関すること。 

２ 幼稚園及び小中学校職員、児童、生徒への予防、防護対策の啓発・実施に関するこ

と。 

感染拡大期 １ 幼稚園、小中学校の感染拡大時の臨時休業措置に関すること。 

２ 幼稚園、小中学校臨時休業中の教育体制(児童・生徒の見回り等)の実施に関すること。 

回復期 １ 幼稚園、小中学校の感染拡大時の臨時休業措置の解除準備に関すること。 

教 育 班 

施設第４班 

施設第５班 

小康期 １ 幼稚園、小中学校の感染拡大時の臨時休業措置の解除に関すること。 

２ 臨時休業中の教育時間の確保に関すること。 

国内発生早期 １ 公民館の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 施設利用者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

感染拡大期 １ 公民館の閉鎖に関すること。 

施設第３班 

小康期 １ 公民館の閉鎖措置の解除に関すること 

避難対策第

２部 

施設第６班 国内発生早期 １ 教育センター及び図書館の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 来館者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 
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感染拡大期 １ 教育センター及び図書館の閉鎖に関すること。 

２ 文化財施設の閉鎖に関すること。 

小康期 １ 教育センター及び図書館の閉鎖措置の解除に関すること。 

２ 文化財施設の閉鎖措置の解除に関すること。 

国内発生早期 １ 青年の家の感染防止対策（予防・防護対策）に関すること。 

２ 施設利用者に対する情報提供・啓発・感染予防の協力要請に関すること。 

３ 行催事主催者への情報提供に関すること。 

感染拡大期 １ 青年の家の閉鎖に関すること。 

まん延期 １ 医療提供施設としての開設に関すること。 

施設第７班 

小康期 １ 青年の家の閉鎖措置の解除に関すること。 

海外発生期 １ 医療資材の確保及び医薬品、衛生材料等の調達、保管等に関すること。 

２  医療従事者に対するプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエン

ザウイルス薬の投与準備～実施・適正使用に関すること。 

３ 県と協力して行う、国の優先順位等に基づくプレパンデミックワクチンの市民への 

接種の実施に関すること。 

４  予防接種副反応迅速把握システムによる報告に関すること。 

国内発生早期 

(県内にはまだ患

者が発生してい

ない段階) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（県内に患者発

生、入院勧告措

置に基づいて医

療が行われる段

階) 

 

第 1段階 

＜直接受診の防止＞ 

１ 専用外来の設置準備に関すること。 

２ 相談窓口（加古川健康福祉事務所）からの紹介患者の受診対応に関すること。 

３ 新型インフルエンザ要観察例患者の把握に関すること。 

４ 該当する場合の加古川健康福祉事務所及び総括部本部班への連絡に関すること。 

５ 検体採取に関すること。 

６ インフルエンザ様症状を持つ患者の来院対応に関すること 

７ 新型インフルエンザ要観察例患者への任意入院勧奨（感染症指定医療機関への転送）

に関すること。 

８ 新型インフルエンザが否定された時点で退院もしくは一般病院へ転送に関するこ

と。 

９ 外来受診時症候群サーベイランスの実施に関すること。 

10  入院時肺炎症候群サーベイランスの実施に関すること。 

11  クラスターサーベイランスの実施に関すること。 

12  臨床経過情報共有システムによる報告に関すること。 

13  感染経路予防策に関すること（外来・入院・転送を含む）に関すること。 

14  感染廃棄物の適切な処理に関することに関すること。 

15  救急搬送患者情報の把握に関すること。 

16  医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること。 

17  医師会、薬剤師会、医療機関等への医療救助の協力要請の協議に関すること。 

18  加古川健康福祉事務所等の関係機関との連絡、調整 

第 2段階 

１ 第１段階２～１８の継続に関すること。 

２ 県からの要請による専用外来の設置に関すること。 

３ 専用外来において患者の振り分け診療の実施に関すること。 

４ 市内医師会との協力体制に関すること。 

５ 新型インフルエンザ「要観察例」「疑似症患者」「患者（確定例）」の入院診療の実施

に関すること。 

６ 患者からの受診相談に関すること 

感染拡大期 

(新型インフルエ

ンザ患者が増加

し、入院勧告措

置が解除されす

べての入院医療

機関において病

床を動員する段

階) 

 

第 3段階 

１ 国内発生早期 第 2段階の強化･継続に関すること。 

２ 県からの要請による発熱外来の設置（院内）に関すること。 

３ 発熱外来において、患者の振り分け診療の実施に関すること。 

（大きな集団が発生し患者が多数来院する可能性がある場合） 

１ 外来受診を縮小及び一般外来の中止、待機的入院、待機的手術を控える等の措置に

関すること。 

２ 医療従事者の応援要請に関すること。 

３ 自宅で治療が可能な患者は自宅での療養を行うよう指導するに関すること。 

４ 在宅療養指導リーフレットの配布に関すること。 

５ 院外治療所の設営準備に関すること。 

医 療 部 救 護 班 

医 療 班 

まん延期 第 4段階 
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（入院が必要な

新型インフルエ

ンザ患者数が膨

大となり、医療

機関以外にも医

療を提供できる

体制を確保する

段階） 

１ 感染拡大期 第 3段階の徹底に関すること。 

２ 院外治療所の設営に関すること 

３ 新型インフルエンザ発生動向調査、ウイルス検査、予防接種副反応の迅速な把握の

継続に関すること。 

４ 医療機関以外（市施設等）の医療提供体制の確保に関すること。 

５ 軽症患者に対する在宅療養の勧告及び入院勧告措置の解除（重傷者のみが入院対象

となる）に関すること。 

６ 患者の振り分け診療の徹底に関すること。 

７ 在宅療養指導リーフレットの配布に関すること。 

小康期 １ パンデミックワクチン接種体制の確保（準備～実施・適正使用）に関すること。 

２ 第２波に備え医療資材等の確保及び医薬品、衛生材料等の調達、保管等に関するこ

と。 

海外発生期 １ 感染防止対策用品等の準備に関すること。 

２ 班員へのプレパンデミックワクチン接種体制の確保及び抗インフルエンザウイルス

薬の優先投与に関すること。 

国内発生早期 １ 感染症対策事務に係る部内の連絡調整に関すること。 

２ 職員への予防・防護対策の啓発に関すること。 

３ 職員の感染状況の把握に関すること。 

感染拡大期 １ 感染防止対策用品等の不足分の確保に関すること。 

２ 職員の予防・防護対策の実施に関すること。 

３ 消防職員の通勤方策（公共機関の利用を避ける等）に関すること。 

総 務 班 

小康期 １ 第２波に備え感染防止対策用品等の確保に関すること。 

２ パンデミックワクチン接種体制の確保（準備～実施）に関すること。 

調査広報班 感染拡大期 １ 他班等への応援に関すること。 

国内発生早期 １ 緊急対策の企画に関すること。 

２ 総合情報及び被害状況報告の調整に関すること。 

３ 関係機関との通報連絡及び調整に関すること。 

４ 指揮命令の伝達に関すること。 

感染拡大期 １ 車両の消毒に関すること。 

２ 医療機関および対策本部との連携に関すること。 

３ 傷病者の搬送に関すること 

４ 経路別予防策に関すること（搬送） 

５ 感染廃棄物の適切な処理に関すること 

６ 資機材の配分及び輸送に関すること。 

７ 不要不急の救急要請の自粛に関すること。 

８ 救急隊員や消防職員が不足した場合の勤務体系の見直しに関すること。 

９ ヘリポートの設置に関すること。  

まん延期 １ 重症インフルエンザ患者の移送体制の確保に関すること。 

２ 非常事態宣言における消防・救急機能の維持・確保に関すること。 

応急対策班 

本部機動班 

分署機動班 

小康期 １ 部隊編成の再整備に関すること。 

通信連絡班 感染拡大期 １ 市民への医療機関情報の提供に関すること。 

国内発生早期 １ 消防団員への予防・防護対策の啓発・指導に関すること。 地区連絡班 

感染拡大期 １ 他班等への応援に関すること。 

消 防 部 

地区活動班 国内発生早期 １ 団員への感染予防対策の連絡に関すること。 
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８ 本部体制（警戒本部体制） 

 
新型インフルエンザ等警戒本部の組織体制 

 

・本 部 長 

・副本部長 

・本 部 員 

 

 

 

・活動組織 

 高砂市長 

副市長 

教育長、水道事業管理者（水道事業所長）、病院事業管理者（市民病院長）、企画総務部長、

財務部長、福祉部長、生活環境部長、健康市民部長、消防長、市民病院事務局長、教育総

務部長、教育指導部長 

 

総括部本部班、総務部渉外広報班・職員班、避難応援部健康管理班、救助部災害時要援

護者対策班、生活環境部商工・農林水産班、水道部施設班、医療部救護班・医療班、避

難対策部総務班・教育班消防部総務班・本部機動班・分署機動班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


